
個人再生申立

事案の概要

60代　男性　会社員

　相談者は，債権者３社に対して，総額900万円の借金を抱えていました。
　月々の返済が困難となり，担当弁護士に相談することになりました。

解 決 結 果

　裁判所に対して，（小規模）個人再生の申立を行いました。
　結果的に，負債が５分の１に圧縮され，相談者は，経済的にはこれまで通りの
生活を取り戻すことが出来るようになりました。

担当弁護士からひとこと 　　 

　担当弁護士としては，相談者の負債額も大きかったため，当初は破産申立によ
り，負債を免除（免責）してもらうことを考えていました。
　しかし，破産申立を行った場合には，法律等で定める一定の資格について，破
産免責を得るまでの間，一時的に資格を制限されてしまうことになります。
　相談者は，破産申立により資格が制限されている資格を有しており，仕事を継
続する上でどうしてもその資格が必要であったため，あえて個人再生の申立を行
うこととしました。
　なお，個人再生の申立に際しては，申立に際して裁判所から事前に相当額の積
み立て実績を作ることが求められるのが通常です。
　これは，個人再生計画が認可された場合に，再生計画案通りの履行を行うこと
が申立人に可能なのかどうかを見極めるために裁判所より要求されています。
　そのため，通常は，再生計画後に月々支払うことになる月額の返済額を見越し
て，個人再生の申立前から毎月積み立てを実施してもらうよう担当弁護士は相談
者にお願いすることになります。
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